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二工

フ

ア

ウ

ン

vs-マ/
ン
ド
漁
業
の
囲
際
事
情

A 
7 

問

清

ニュ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
は
北
米
大
陀
の
東
端
に
位
す
る
英
岡
直
轄
地
で
あ
っ
て
、
行
政
上
ニ
ュ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島

(
胤
時
訪
町
川
)
の
外
、
ラ
プ
ラ
ド
ル
(
か
・

4hv川
)
を
含
む
。

グ
ラ
ン
ド
パ
ン
ク
友
る
と
と
は
説
明
を
要
し
な
い
。

而
し
て
ニ
ユ
}
ブ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
の
南
東
海
底
が
蹟
大
な

=
ュ
1
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
は
我
閣
と
地
現
的
に
は
兆
一
遠
隔
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
方
而
の
漁
業
は
領
海
閥
係
閣
際
法
の
殻
誌
に

密
接
な
一
肢
史
的
闘
係
を
持
つ
の
み
で
な
く
、
現
在
一
一
ユ

l
ブ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
沿
岸
に
存
す
る
閲
際
的
漁
業
棋
は
、
ゆ
く
と
も
法
的
・

に
我
が
北
洋
漁
業
躍
と
剖
比
せ
ら
る
べ
き
重
要
友
関
係
を
有
し
て
ゐ
る
。
去
る
九
月
二
日
、
英
米
協
定
の
結
某
と
し
て
米
闘
は
ュ
ユ

l

フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
の
南
岸
(
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
ス
市
の
在
る
ア
ヴ
ア
ロ
ン
舟
ア
品
を
含
む
)
を
軍
事
基
地
と
し
て
英
岡
よ
り
和

借
す
る
に
至
っ
た
が
、
将
来
一
一
ユ

l
ブ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
の
漁
業
格
闘
係
が
如
何
に
鑓
化
す
べ
き
か
も
注
目
す
べ
き
問
題
で
あ
ら

予
勺
〆
。

加
之
、
蹴
洲
戦
争
勃
殻
に
件
ひ
世
界
の
水
産
貿
易
事
情
は
激
賛
し
、
我
が
北
洋
の
鱈
漁
業
は
中
南
米
の
大
市
場
を
白
棋
に
殻
展
す

べ
き
も
の
と
し
て
異
常
の
注
意
を
集
め
て
ゐ
る
。
然
る
に
周
知
の
如
く
ニ
ュ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
は
世
界
有
数
の
鮮
漁
業
地
で
あ

り
、
白
に
年
々
棋
大
の
開
慌
を
中
南
米
に
輸
出
し
て
ゐ
る
。
新
興
の
我
が
鰐
漁
業
の
現
献
に
銑
み
て
も
、

ユユ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン

ド
漁
業
事
情
の
研
究
は
緊
切
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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一
、
フ
ラ
ン
ス
の
漁
業
種

フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
間
諸
保
約
に
依
り
フ
ラ
ン
ス
は
現
在
、
イ
ギ
リ
ス
領
-
一
ユ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
の
沿
岸
に
漁
業
棋
を

有
し
て
ゐ
る
。
右
漁
業
慌
の
存
在
直
域
は
=
ュ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
岬
よ
り
同
島
北
端
を
廻
っ
て
レ
イ
岬
に

五
る
泊
岸
一
帯
と
し
、
フ
ラ
ン
ス
人
民
は
該
保
約
沿
岸
に
於
て
魚
類
を
漁
獲
し
陸
上
で
之
を
乾
燥
し
得
る
も
の
と
す
。

ニュ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
は
一
四
九
七
年
イ
ギ
リ
ス
人
カ
ボ
l
ト
が
之
を
護
見
し
た
と
い
ふ
の
が
定
設
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス

人
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
ト
(
ト
阻
ん
机
ド
酔
胴
)
以
前
師
に
二

1
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
バ
に
出
漁
し
て
ゐ
た
と
も
停
へ
ら
れ
、
又
一
五
七
七
年
に

至
つ
て
は
、
一
五

O
斐
以
上
の
フ
ラ
ン
ス
舶
が
盛
大
に
漁
業
乞
皆
ん
で
ゐ
九
。
し
か
も
フ
ラ
ン
ス
の
優
先
的
植
民
は
ニ
ュ
I
フ
ア
ウ

ン
ト
ラ
ン
ド
島
の
み
の
と
と
で
な
く
、
ク
ヱ
ベ
ツ
ク
は
始
め
-
一
ユ

l
・
フ
ラ
ン
ス
と
栴
は
れ
(
到
一
足
立
)
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー

ド
島
は
サ
ン
・
ジ
ヨ

l
ン
ス
島
と
棉
し
執
れ
も
フ
ラ
ン
ス
に
属
し
て
ゐ
た
。
叉
ノ
グ
ス
コ
シ
ア
ハ
現
在
の
=
ュ

I
・
プ
ラ
ン
ス
ヴ
イ

ツ
ク
を
含
む
、
共
の
分
離
濁
立
は
一
七
八
山
)
に
は
一
七
世
紀
初
葉
に
於
て
永
久
的
フ
ラ
ン
ス
植
民
が
行
は
れ
、

一
時
イ
ギ
リ
ス
に

占
領
さ
れ
た
が
二
ハ
三
二
年
に
は
再
之
を
奪
川
一
泊
し
た
。

ニュ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
沿
岸
の
フ
ラ
ン
ス
漁
業
権
の
沿
革
は
賢
に
斯

の
如
き
植
民
史
の
始
に
遡
る
の
で
る
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
一
七
一
三
年
ウ
ト
レ
ヒ
ト
保
約
に
依
り
=
ュ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
及
ノ
グ
ス
コ
シ
ア
の
一
部
を
イ
ギ
リ
ス
に
割

寵
す
る
と
と
L

な
ワ
た
が
、
、
同
僚
約
に
於
て
フ
ラ
ン
ス
は
ユ
ユ

I
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
沿
岸
に
フ
ラ
ン
ス
漁
業
権
を
創
設
規
定
し

た
。
ウ
ト
レ
ヒ
ト
保
約
に
依
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
漁
業
棋
の
存
在
区
域
は
ニ
ュ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
ボ
ナ
ヴ
イ
ス
グ
岬
よ
り
リ
ッ
チ

岬
に
至
る
同
島
東
山
汗
一
帯
で
あ
っ
た
。
然
し
一
七
八
三
年
グ
エ
ル
サ
イ
ユ
保
約
に
依
て
共
の
保
約
水
域
を
現
在
の
如
く
避
更
し
爾
来

今
日
に
至
っ
て
ゐ
る
。

エユ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
保
約
水
域
の
フ
ラ
ン
ス
人
漁
業
に
は
フ
ラ
ン
ス
法
規
が
趨
用
せ
ら
る
べ
く
、
イ
ギ
リ
ス
法
規
の
趨

ユ
ユ

1

7
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
漁
業
の
岡
際
事
情

一
一
一一

1) (]. S. Congress， Serial No. 1524 pp.13-14. 



ニュ

1

フ
ア
ウ
シ
ド
ラ
ン
ド
漁
業
の
図
際
事
情

一
一
間

用
を
交
く
べ
き
も
の
で
な
い
と
は
従
前
フ
ラ
ン
ス
側
の
保
た
見
解
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
漁
業
椛
は
元
来
フ
ラ
ン
ス
領
土
で
あ
っ
た

沿
岸
K
漁
業
構
の
み
を
保
留
し
て
保
約
上
の
樺
利
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
如
き
見
解
が
支
持
さ
れ
た
の
は
不
忠
議
で
な
い
。

お
し
共
後
フ
ラ
ン
ス
側
は
右
見
解
を
放
棄
し
、

の
法
令
に
湛
ふ
べ
き
旨
規
定
さ
れ
た
。

一
九

O
四
年
ロ
ン
ド
ン
保
約
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
矧
ニ
ュ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド

ポ

l
ツ
マ
ス
に
於
て
日
露
講
和
僚
約
が
締
結
さ
れ
、
値
い
て
日
露
油
業
協
約
の
締
結
を
見
た
の
は
右
ロ
シ
ド
ン
保
約
の
直
後
で
あ
一

る
。
漁
業
協
約
の
締
結
に
際
し
露
関
側
が
ロ
ン
ド
ン
保
約
の
規
定
に
墜
ぶ
と
と
ろ
が
無
か
っ
た
と
は
い
へ
・
な
い
で
あ
ら
う
。

フ
ラ
ン
ス
は
ニ
ュ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
沿
岸
に
於
て
漁
業
躍
を
如
何
に
行
使
じ
て
来
た
か
、
多
く
の
保
約
並
に
政
策
は
、
フ

ラ
ン
ス
漁
業
躍
が
八
四
日
て
は
経
情
的
に
重
要
で
あ
っ
た
と
と
を
明
示
し
て
ゐ
る
。
然
し
世
界
大
鞍
絵
米
の
一
九
一
八
年
以
降
に
於
て
は

右
漁
業
憾
に
依
る
フ
ラ
ン
ス
漁
業
は
殆

E
行
は
れ
て
ゐ
な
い
。
僅
に
帆
船
ミ
ラ
ル
ダ
が
一
九
三
一
四
年
及
一
九
三
七
年
に
傑
約
水
域

κ

出
漁
し
た
事
賞
あ
る
に
過
ぎ
た
い
。

こ
、
サ
シ

-
E
iル
反
ミ
ケ
ロ
シ
島

ニ
l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
の
市
岸
、
北
緯
約
四
七
度
、
四
粧
約
五
六
度
附
近
に
フ
ラ
ン
ス
償
サ
ン
-
ピ
l
ル
(
川
崎
一
一
一
刊
断
、
開
)

及
ミ
ケ
ロ
ン
(
主
…
紙
)
の
二
島
が
あ
る
。
農
業
不
適
の
岩
島
で
、
漁
業
の
み
が
潜
ま
れ
、
一
生
一
一
七
年
に
は
水
産
物
約
二
五

O

O
高
フ
ラ
ン
を
輸
出
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
は
一
七
二
二
年
一
一
ユ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
及
ノ
ゲ
ス
コ
シ
ア
の
一
部
を
イ
ギ
リ
ス
に
割
譲
し
た
と
と
は
前
に
記
し
た

が
更
に
一
七
六
三
年
パ
リ
保
約
に
依
h
y
ノ
グ
ス
コ
シ
ブ
の
全
部
、
ク
エ
ベ
ツ
ク
及
。
プ
リ
ン
ス
・
エ
ド
ワ
ー
ド
烏
を
も
イ
ギ
リ
ス
に
譲

渡
し
、
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
は
消
失
す
る
に
五
っ
た
。
口
ハ
然
し
フ
ラ
ン
ス
は
右
パ
リ
依
約
に
於
て
サ
ン
・
ピ

l
ル

及
ミ
ケ
ロ
ン
の
.
陥
品
を
併
漁
主
根
操
地
と
し
て
共
の
領
有
に
残
し
以
て
現
ホ
に
及
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。



サ
ン
・
ピ
l
ル
及
ミ
ケ
ロ
ン
雨
島
に
は
往
時
相
営
の
漁
業
が
皆
ま
れ
て
ゐ
た
と
と
疑
を
容
れ
な
い
。
統
計
に
依
れ
ば
一
八
六
七
年

よ
り
一
八
七
四
年
に
至
る
期
間
、
サ
ン
・
ピ

l
ル
島
に
は
ス
ク
ー
ナ
ー
及
無
甲
板
の
漁
舟
を
合
せ
て
約
八

O
O隻
が
鰐
漁
業
に
従
事

一
O
O隻
は
ス
ク
ー
ナ
ー
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
に
難
く
な
い
。
部
し
今
日

し
て
ゐ
る
が
、
従
業
者
約
六
、

0
0
0・
な
る
に
鑑
み
、

同
地
に
見
る
と
と
の
出
来
る
の
は
小
漁
舟
の
み
で
あ
る
。
舶
長
ケ
ア
ン
日
「
一
一
了
間

O
年
以
前
に
は
サ
ン
・
ピ

1
ル
に
、
七

O
隻
の

ス
ク
ー
ナ
ー
が
居
た
。
探
し
今
は
一
隻
も
無
い
」
と
。

サ
ン
・
ピ

l
ル
に
は
又
舎
で
汽
舶
ト

n
h
l
ル
漁
業
が
行
は
れ
、

一
九
二
七
年
に
は
ト
ロ
ー
ル
船
故
三
七
隻
を
算
し
た
。
然
し
ト
ロ

ー
ル
漁
業
も
今
は
全
く
行
は
れ
て
ゐ
友
い
。
サ
ン
・
ピ
l
ル
及
ミ
ケ
ロ
シ
挽
業
の
現
政
は
、
二
人
乗
の
小
漁
舟
約
二
五

O
隻
、
従
業

者
約
五

O
Oと
推
定
さ
れ
る
。
何
故
ユ
ユ

l
ブ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
保
約
水
域
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス
漁
業
の
衰
退
に
加
ふ
る
に
、
サ

ン
・
ピ
l
ル
及
ミ
ケ
ロ
ン
の
漁
業
亦
斯
の
如
く
衰
退
し
た
か
、
共
の
原
因
の
主
要
た
も
の
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
本
間
ト
ロ
ー
ル
漁
業
の

進
問
を
見
逃
す
と
と
が
出
来
た
い
。

サ
ン

e

ピ
l
ル
島
の
漁
舶
及
漁
者

ハ、
ム/、

八

O
四
隻

七
年

六

八

七

七

四

六

九

八

O
六

七

O

八
コ
ご
ニ

七

一

六

六

五

七

二

八

六

五

七

一

一

一

八

九

九

八

七

四

八

四

七

(・『
D
口
吉
弘
口
同
〉

mZBFHU刊

C
H
1
M
E
p
u
]
{∞
叶
G
W
k
p
市
旬
・

M
M
・

品

会

U

i¥. i¥. /¥. 1¥、/九 1¥、

ご一
1

7
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
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漁
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七
、
一
七
八
人

六
、
五
五
一
一

六
、
四
五
二

六
、
一
二
九
七

五
、
二
九
五

五
、
六
二

O

六、
O
一一一六

五
、
六
一
一
一

一
一
五

1) Capt.kean， Olrl and Yong Ahead， 1935， p. 165 
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一
一
ー」/、

サ
ン
・
ピ

I
ル
烏
ト

?
i
ル
舶
数
及
漁
獲
高

一

九

一

一

一

二

問

袋

一

六

九

、

六

三

五

キ

ン

9
ル

一

九

二

二

二

六

二

O
凶
、
二
五
四

一

九

二

三

二

二

三

O
問
、
四
八
三

一

九

二

四

二

五

二

四

八

、

二

一

一

一

O

一

九

二

五

二

四

三

二

三

、

一

一
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一

一

七

一

九

二

六

三

四

コ

一

七

一

一

、

七

八

六

一

九

二

七

一

二

七

三

O
三
、
間
二
二

一

九

二

八

二

八

三

一

一

一

、

一

四

六

一

九

二

九

二

四

一

六

六

、

一

O
五

一

九

コ

一

O

一

一

七

四

、

六

七

七

円一

F
g
H
H
g
∞
旦
ロ
ケ

HMU円Z
O

片
岡
~
ロ

ρ口。
]op
】出同

-vcm即
日
ロ
ロ

(
U
G
]
白
出

F
U
同
ロ
円
。
円
口
丘
町
O
出
色
。
門
問
。
町
内
局
同
デ
】
也
臼
了
同

M-H印
。
)

一
、
欧
洲
ト
ロ
ー
ル
漁
船
の
進
出

一
九
三
三
年
ユ
ユ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
・
ロ
ー
ヤ
ル
a

コ
ム
ミ
シ
ヨ
ン
報
告
に
依
れ
ば
グ
ラ
ン
ド
パ
ン
ク
に
於
け
る
各
閣
鱈
漁
船

の
平
年
漁
獲
高
は
次
の
如
く
推
定
さ
れ
て
ゐ
る
。

草2

色

田
章
一
(
単
位
キ
ン
グ
ル
)

7

-

7

ン

ス

ニ
ュ
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ア
ウ
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グ
ラ
ン
ド
パ
ン
ク
に
於
け
る
鱈
漁
獲
組
高
の
問
分
の
三
に
近
い
数
量
は
フ
ラ
ン
ス
漁
舶
に
依
て
漁
獲
さ
れ
て
ゐ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に

は
世
界
最
大
の
ジ
ユ
ト
ラ
ン
ド
共
他
の
大
型
ト
ロ
ー
ル
舶
が
有
り
、
フ
エ

l

カ
ン
プ
等
フ
ラ
ン
ス
の
漁
港
か
ら
大
西
洋
を
横
断
し
グ

ラ
ン
ド
パ
ン
ク
に
出
漁
す
る
。
川
帆
か
ら
蹄
還
ま
で
全
く
寄
借
地
を
裂
し
友
い
の
は
無
論
で
る
る
。
従
て
昔
フ
ラ
ン
ス
鱈
漁
業
の
根

棟
地
と
し
て
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
領
有
に
残
さ
れ
た
サ
ン
・
ピ
l
ル
及
ミ
ケ
ロ
ン
は
今
日
殆
ど
共
存
在
の
意
義
を
失
っ
て
仕
舞
っ
た
。

稀
に
寄
描
の
要
る
る
場
合
で
も
サ
ン
・
ピ
l
ル
又
は
ミ
ケ
ロ
ン
島
よ
り
は
セ
ン
ト
・
ジ
ョ
ン
ス
地
ハ
ニ
ュ
l
ブ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
)

が
使
友
の
で
あ
ら
う
。

一
九
三
七
年
著
者
が
同
方
耐
を
副
察
し
た
際
に
も
サ
ン
・
ビ
ー
ル
に
は
ト
ロ
ー
ル
船
を
見
や
、

セ
ン
ト
・
ジ

ヨ
ン
ス
描
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
ト
ロ
ー
ル
舶
が
入
港
し
て
ゐ
る
の
を
目
撃
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
ト
ロ
ー
ル
舶
は
一
九
三
五
年
夏
ハ
ド
ッ
ク
僻
漁
獲
の
た
め
グ
ラ
ン
ド
パ
ン
ク
方
耐
に
探
検
出
漁
し
た
け
れ
ど
も
、
同

イ
ギ
リ
ス
並
に
ド
イ
ツ
の
ト
ロ
ー
ル
舶
、
が
北
氷
山
什
パ
レ
ン
ト
海
方
聞
に
進
出
し
つ
L

あ
る
に

方
面
出
漁
は
其
後
権
韻
し
て
ゐ
な
い
。

封
し
、
‘
フ
ラ
ン
ス
の
ト
ロ
ー
ル
舶
が
グ
ラ
ン
ド
パ
ン
ク
的
主
の
王
肢
を
十
日
め
て
ゐ
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

四

ス
ペ
イ
ン
及
。
ホ
ル
ト
ガ
ル

一
四
九
七
年
ジ
ョ
ン
・
カ
ボ
l
ト
が
一
一
ユ
l
ブ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
z
品
左
後
見
し
て
以
来
、
イ
ギ
リ
ス
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
等
と
同
様

一
五
七
七
年
共
の
沿
岸
漁
業
に
従
事
し
た
ス
ペ
イ
ン
舶
は
一

0
0斐
、
「
ボ

ス
ペ
イ
ン
人
及
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
も
同
島
沿
岸
に
赴
い
た
。

ル
ト
ガ
ル
船
は
五

O
隻
」
と
推
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
ス
ペ
イ
ン
人
及
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
間
も
な
く
南
米
に
共
の
一
任
意
を
牌
換
し
、
殊

に
ス
ペ
イ
ン
は
一
七
六
三
年
パ
リ
保
約
に
依
り
正
式
に
北
米
政
策
放
棄
の
意
思
を
表
示

l
、
ノ
グ
ス
コ
シ
ア
に
於
け
る
総
て
の
主
張

を
撤
回
し
カ
ナ
ダ
、
ヶ

l
プ
・
プ
レ
ト
ン
品
共
他
セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
何
及
間
に
於
け
る
総
て
の
島
及
沿
岸
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に

譲
渡
す
る
旨
を
規
定
し
た
。
本
保
約
に
依
り
北
米
沿
岸
の
ス
ペ
イ
ン
漁
業
は
平
和
一
設
に
全
く
絡
を
告
げ
た
。
然
し
ス
ペ
イ
ン
及
ポ
ル

ト
ガ
ル
の
帆
舶
が
大
西
洋
を
越
へ
て
グ
ラ
ン
ド
パ
ン
ク
に
出
漁
す
る
と
と
は
常
時
か
ら
値
い
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
今
日
犬
々
約
五

一

品

1

7
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
漁
業
の
岡
際
事
情

七

1) U. S. Cong. Serial No.， 1524， p. 37. 



4
A
1
7
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
漁
業
の
凶
際
事
情

一
一
八

高
キ
ン
グ
ル
の
漁
獲
を
獲
げ
て
ゐ
る
と
と
は
前
項
に
見
た
如
く
で
あ
る
。

玉
、
米
洲
諸
国
の
バ
ン
ク
漁
業

ニユ

1
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
漁
船
の
グ
ラ
ン
ド
パ
ン
ク
に
於
け
る
千
年
漁
獲
高
は
一

O
寓
キ
ン
グ
ル
、
カ
ナ
ダ
漁
舶
の
そ
れ
は
五

高
キ
ン
グ
ル
な
る
と
と
は
既
に
見
た
。
米
闘
は
ノ
ザ
ス
コ
シ
ア
沖
を
主
要
漁
場
と
し
、
グ
ラ
ン
ド
パ
ン
ク
に
は
未
殆
進
出
し
て
ゐ
な

ν、
。

エユ
T
E
-
-

プ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
よ
り
グ
ラ
ン
ド
パ
ン
ク
に
出
漁
す
る
漁
船
は
概
ね
一
五

O
噸
級
の
帆
船
で
る
っ
て
、
パ
ン
カ

1
ス
と

通
梢
さ
れ
る
。

一
九
一
五
年
に
は
共
の
鞍

{
(
U
二
隻
で
あ
っ
た
が
漸
減
し
、

一
九
三
五
年
に
は
三
六
隻
と
な
っ
た
。

一
隻
の
乗
員
二

。l二
間
人
、
ド
l
り

l
一

O
l
一
一
一
隻
、
延
縄
を
漁
民
パ
と
す
る
。

一
航
海
約
一
ヶ
月
、

一
、
五

O
O
キ
ン
グ
ル
以
上
の
漁
挫
あ
れ

ば
引
合
ふ
と
い
ふ
。

一
ユ
l
プ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
に
は
ト
ロ
ー
ル
船
が
二
隻
あ
る
。

ハ
l
パ

1
・
グ
レ
l
ス
を
根
操
に
操
業
す
る
ケ
l
プ
・
ア
グ
ル
ハ

ス
ハ
三
二
川
噸
)
及
イ
ム
ベ
リ
ア
リ
ス
ト
(
約
四

O
O噸
)
で
る
っ
て
、
共
に

V
D
網
を
使
用
し
、

一
年
の
漁
獲
高
合
計
一
一
一
、

O

0
0
キ
ン
グ
ル
程
度
で
あ
る
。

グ

ラ

ン

ド

パ

ン

ク

遠

洋

漁

業

ニ
ュ

1

7

ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
沿
岸
漁
業

プ

ド

漁

業
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ユ
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ウ
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ラ
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計



次
に
カ
ナ
ダ
か
ら
グ
ラ
ン
ド
パ
ン
ク
に
出
漁
す
る
漁
舶
は
、
概
ね
ユ
ユ

1
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
に
於
け
る
と
同
様
の
パ
ン
カ

l
で

あ
る
c

ノ
ザ
ス
コ
シ
ア
の
ル
、
ネ
ン
パ

l
グ
が
北
九
の
根
操
地
と
な
っ
て
ゐ
る
。

カ
ナ
ダ
太
閤
洋
岸
地
方
に
は
現
在
ト
ロ
ー
ル
汽
船
一
一
一
隻
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

高
約
二
、

0
0
0寓
ポ
ン
ド
で
あ
る
が
主
と
し
て
ノ
ザ
ス
コ
シ
ア
仰
を
漁
場
と
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
根
械
と
し
一
九
三
五
年
の
漁
獲

一
九
一

O
年
カ
ナ
ダ
に

始
め
て
ト
ロ
ー
ル
漁
業
が
説
は
れ
た
が
、
忽
ち
バ
ン
カ

l
ス
と
の
抗
争
を
生
じ
、

於
け
る
ト
ロ
ー
ル
漁
船
の
操
業
を
禁
止
し
、
一
九
二
八
年
に
は
漁
業
調
奈
の
局
設
置
さ
れ
た
ロ
ー
ヤ
ル
・
コ
ン
ミ
シ
ヨ
ン
は
ト
ロ
ー

ル
漁
業
反
到
の
決
議
を
探
挫
し
た
。
斯
く
て
カ
ナ
ダ
ト

?
l
ル
漁
業
の
護
法
は
抑
制
さ
れ
て
今
日
に
至
u

っ
た
の
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン

ス
ト
ロ
ー
ル
漁
業
の
大
進
出
並
に
米
岡
ト
ロ
ー
ル
漁
業
の
躍
進
に
鑑
み
る
と
き
は
、
カ
ナ
ダ
の
漁
業
政
策
は
特
換
の
要
あ
る
に
五
つ

一
九
一
五
年
カ
ナ
ダ
政
府
は
.
酌
岸
一
二
明
以
内
に

た
と
い
へ
る
で

b
ら
う
。

ニュ

l
プ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
沖

(
k
r
H
S
H
F
-
凶
M
門
〉
に
於
け
る
カ
ナ
、
タ
漁
船
漁
獲
両
信
単
位
{
)
三
)

九九九九

五回三ニ

年年年年

二
一
二
、
0
0
0

一
)
七
一
、
八
二
四

一一一凶一一、七二

O

ニ
八
O

J
一
二
凶

ア
メ
リ
カ
合
米
闘
で
は
エ
ユ

I
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
及
カ
ナ
ダ
と
趣
を
具
に
し
、
帆
船
鯨
釣
漁
業
は
J

誕
返
し
て
、
ト
ロ
ー
ル
漁
業

が
念
辿
な
殻
民
を
示
し
て
ゐ
る
。
一
九
三
二
年
と
一
九
三
七
年
と
を
比
較
せ
ば
、
パ
ン
カ

l
ス
は
一

O
九
隻
か
ら
九

O
隻
に
減
少
し
、

大
型
ト
ロ
ー
ル
船
は
五
二
隻
か
ら
七

O
斐
に
増
加
し
た
。
而
し
て
一
九
三
七
年
の
漁
獲
高
は
、
パ
ン
カ

l
ス
山
、
四

O
O寓
ポ
ン
ド

大
型
ト
ロ
ー
ル
船
二
三
、
八
七
七
寓
ポ
ン
ド
で
あ
る
。

合
衆
国
漁
船
の
操
業
直
域
は
、
始
め
一
一
ユ

1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
川
で
あ
っ
た
が
、
漸
弐
ノ
グ
ス
コ
シ
ア
沖
に
移
動
し
た
。
例
へ
ば
主

一
ユ
1
7
ア
ウ
ン
ド
ラ
シ
ド
漁
業
の
闘
際
事
情

一
一
九



ニュ

1

7
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
漁
業
の
凶
際
事
情

市
立
漁
獲
物
た
る
憾
の
漁
獲
敷
設
は
、

一
二

O

一
九
三
二
年
に
は
組
制
六
、

O
二
一
八
出
ポ
ン
ド
の
中
ニ
ュ

l
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
川
漁
獲
が
六
四
・
四

一
冗
・
六
必
か
ら
五

0
・
三
%
に
増

ノ
グ
ス
コ
シ
ア
川
漁
獲
逼
が

一
九
三
七
年
に
は
四
九
・
七
%
に
減
少
し
、

加
し
た
。
斯
く
て
合
衆
岡
漁
舶
は
漸
次
遠
隔
漁
場
に
准
出
し
て
ゐ
る
が
、
今
日
の
と
と
ろ
グ
ラ
ン
ド
パ
ン
ク
の
漁
獲
高
は
未
だ
見
る

%
を
い
内
め
て
ゐ
た
が
、

ぺ
き
も
の
が
な
い
。

九九九九九九九九九九九九九

合

来

図

的

舶

の

推

移

一一一一一一一一一一一一一一一一一一

七六五回三二

年年 f骨三!~三年年

大
型
ト
ロ
ー
ル
船
数

五
二
袋

五
二
五
七
五
八
六
一
七

O

パ

ン

カ

l
数

一O
九
袋

一一一一五

」
一
六

一
一
七

一O
凹
九

O

ム
日
米
岡
僻
漁
場
の
推
移
ハ
山
単
位
千
封
皮
)

一一一一一一一一一一一一一一一一一三

五|叫三二一 O 九

&F "1三年年年年年

ニュ

1
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

抑

漁

獲
問
六
、
九
八
七

六

O
、
ニ
=
一
五

五
一
、
六
七
二

三
八
、
九
一
七

四
一
一
、

O
五
八

二
八
、

O
六
凶

三
五
、
五
七
五

ノ

ワ

ス

コ

シ

ア

沖

保

獲

問
、
一
一
五

八、

O
七
八

一
O
、
一
一
一
一
五

一
一
一
、
四
六
三

三
問
、
一
一
五

六

O
、
七
四

O

五
問
、
二
一
一
一
一



九九

一一一一一一
七ムノ、

h
吋・七a，u

 

一
一
一
七
、
七
八
一

凶
九
、
七
九

O

四
一
一
、
三
二
二

五

O
、
二
六
一

六
、
ア
メ
リ
カ
合
京
圏
の
漁
業
種

一
七
七
六
年
七
月
四
日
北
ア
メ
リ
カ
の
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
一
一
一
一
州
は
猫
立
を
宣
言
し
、
後
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
怒
っ
た
。
調
立
以

前
そ
れ
ら
植
民
地

ω
漁
業
者
は
毎
年
白
山
に
ニ
ュ

l
ブ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
持
他
イ
ギ
リ
ス
領
各
沿
岸
に
出
漁
し
且
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ

一
七
山
間
)
に
際
し
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
樺
徒
擁
護
に
古
っ
た
。
期
る
事
情
に
基
づ
き
、
調
立
戦
争
の
終
局

ン
ス
戦
争
(
一
六
九
七
、

一
七
八
三
年
の
保
約
に
は
、
合
衆
闘
の
住
民
は
イ
ギ
リ
ス
漁
業
者
が
従
事
す
る
と
と
あ
る
べ
き
ニ
ュ
1
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
沿
岸
に

於
て
各
種
の
魚
類
を
漁
獲
す
る
自
由
を
有
す
。
但
陸
上
に
於
て
之
を
乾
燥
し
若
は
製
治
す
る
と
と
を
符
守
、
共
他
の
イ
ギ
リ
ス
領
各

沿
岸
、
隣
及
ク
リ
ー
ク
に
於
て
も
亦
同
じ
一
五
々
と
規
定
さ
れ
た
。

ニュ

l
ブ
プ
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
共
他
に
於
け
る
合
衆
闘
の
右
漁
業
躍
は
、

が
之
を
否
認
し
て
紛
争
と
な
っ
た
。
然
し
一
八
一
八
年
、
同
岡
聞
に
新
保
約
が
締
結
さ
れ
、
合
衆
閣
の
漁
業
躍
は
別
に
規
定
さ
れ
る

に
至
っ
た
。
新
保
約
に
依
れ
ば
、
合
衆
岡
住
民
は
エ
ユ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
の
南
岸
-
フ
メ
ア
島
よ
り
レ
イ
岬
そ
廻
り
北
岸
ク
イ
ル

ボ
ン
品
に
至
る
聞
及
マ
ク
ダ
レ
ン
島
沿
岸
及
一
フ
ブ
ラ
ド
ル
の
沿
岸
、
筒
、
港
、
ク
リ
ー
ク
に
於
て
、
イ
ギ
リ
ス
臣
民
と
共
に
永
久
に

各
種
魚
類
を
漁
獲
す
る
自
由
を
有
す
。
前
記
以
外
の
イ
ギ
リ
ス
悦
各
沿
岸
等
に
於
け
る
従
来
の
漁
業
構
は
之
を
放
棄
す
一
区
々
と
規
定

一
八
一
一
一
年
合
衆
園
・
イ
ギ
リ
ス
職
争
に
営
り
イ
ギ
リ
ス

さ
れ
た
。

合
衆
闘
が
ニ
ュ

l
フ
ア
ウ
ン

r
ラ
ン
ド
岳
西
山
町
に
漁
業
悼
を
獲
得
す
る
や
、
向
島
西
岸
に
従
来
漁
業
構
を
有
し
て
ゐ
た
フ
ラ
ン
ス

と
の
問
に
紛
争
問
題
を
惹
起
し
た
。
共
の
法
迎
的
並
に
事
質
上
の
詳
細
は
省
略
す
る
。

合
衆
閣
は
一
八
一
八
年
の
右
依
約
に
依
り
カ
ナ
ダ
、
ノ
グ
ス
コ
シ
ア
共
他
の
沿
岸
に
於
け
る
漁
業
躍
を
放
棄
し
た
が
、
共
の
放
棄

ユ
ユ

1
7
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
漁
業
の
岡
際
事
情



ニュ

1
7
ア
ウ
ン
ド
ラ
シ
ド
漁
業
の
図
際
事
情

一
一一一一

し
た
沿
岸
で
多
数
の
合
衆
閣
漁
船
が
イ
ギ
リ
ス
に
会
捕
さ
れ
る
と
い
ふ
事
賓
が
現
れ
た
。
於
是
雨
闘
は
「
互
恵
保
約
」
を
締
結
し
、

合
衆
闘
の
位
民
は
一
八
一
八
年
の
保
約
所
定
の
自
由
の
外
、
カ
ナ
ダ
、

ニ
ュ
l
プ
ラ
ン
涛
、
グ
イ
ツ
ク
、
ノ
ザ
ス
コ
シ
ア
、
プ
リ
ン
ス

エ
ド
ワ
ー
ド
島
、
共
他
の
沿
岸
、
筒
、
港
、
ク
リ
ー
ク
等
に
於
て
、
イ
ギ
リ
ス
臣
民
と
共
に
魚
類
を
漁
獲
す
る
自
由
を
有
す
る
旨
L

記

め
ら
れ
、
北
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
全
イ
ギ
リ
ス
領
土
の
沿
岸
は
、
合
衆
閤
漁
船
に
到
し
開
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
五
車
保
約
」
は
一
八
六
六
年
失
効
し
た
が
、
合
衆
閣
漁
業
者
の
特
権
は
一
八
七

O
年
に
至
る
ま
で
カ
ナ
ダ
ハ
カ
ナ
ダ
、
ノ
グ
ス
コ

シ
ア
及
=
ュ

1
プ
ラ
ン
ス
、
ゲ
イ
ツ
ク
は
一
八
六
七
年
合
同
し
て
ド
ミ
ェ
オ
ン
・
オ
プ
・
カ
ナ
ダ
と
な
る
)
の
特
別
許
可
制
度
の
下
に
檎

鎖
し
た
。
而
し
て
共
後
は
一
八
七
一
年
D
ワ
シ
ン
ト
ン
保
約
に
依
り
一
八
八
五
年
末
迄
機
観
し
た
。
翌
一
八
八
六
年
合
衆
岡
漁
舶
の

右
特
権
が
消
失
す
る
や
カ
ナ
ダ
政
府
の
合
衆
園
漁
船
会
捕
事
件
が
費
生
し
た
。
然
し
一
八
八
八
年
暫
定
協
定
が
成
立
し
、
合
衆
闘
漁

舶
は
一
一
ユ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
及
カ
ナ
ダ
の
大
西
洋
岸
に
来
る
と
と
を
許
さ
れ
、

謡
、
カ
ナ
ダ
で
は
一
九
一

O
年
起
そ
の
情
態
が
機
鎖
し
た
。
加
之
、
現
在
カ
ナ
ダ
の
闘
枕
及
漁
業
保
護
法
に
は
、
合
衆
岡
北
バ
他
諸
闘

-一

171
ブ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
で
は
一
九

O
九
年

の
漁
船
は
、
餌
料
、
氷
共
他
の
購
入
等
商
業
的
目
的
を
以
て
カ
ナ
ダ
D
執
れ
の
港
に
も
入
港
し
得
る
旨
規
定
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
例

へ
ば
一
九
三
六
年
本
法
に
依
り
ラ
イ
セ
ン
ス
を
受
け
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
入
港
し
た
外
闘
漁
船
は
、
フ
ラ
ン
ス
六
、
ス
ペ
イ
ン
三
、

イ
タ
リ
ー
一
、

一ユ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
一
、
計
一
一
隻
友
り
と
い
ふ
。

向
ニ
ュ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
島
西
岸
の
フ
ラ
ン
ス
漁
業
躍
の
場
合
と
同
様
に
、
同
島
沿
岸
に
於
け
る
合
衆
閣
の
漁
業
構
行
使
に

闘
し
て
も
、
漁
具
、
漁
法
、
漁
期
等
の
制
限
に
闘
す
る
イ
ギ
リ
ス
又
は
=
ュ
l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
法
規
が
合
衆
岡
漁
業
者
に
趨
用

さ
れ
る
か
否
か
の
問
題
が
有
り
紛
争
が
繰
り
返
へ
さ
れ
た
。
此
の
問
題
は
一
九
一

O
年
の
北
大
同
洋
漁
業
仲
裁
々
判
に
依
り
漸
く
解

決
し
た
の
で
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
共
白
統
治
楳
に
基
づ
き
合
衆
閣
の
同
意
を
嬰
せ
や
し
て
漁
業
地
行
使
に
闘
す
る
規
則
を
制
定
し

得
る
も
の
と
判
定
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
闘
が
ニ
ュ

l
ブ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
四
岸
及
南
岸
の
-
部
に
有
し
て
ゐ
る
漁
業
構
は
、
漁
業
が
主
と
し
て
釣
具
で
行



ば
れ
た
時
代
に
は
共
の
餌
料
を
獲
る
た
め
重
姿
な
役
割
を
持
っ
て
ゐ
た
。
例
へ
ば
一
九

O
六
年
ベ
イ
・
オ
ブ
・
ア
イ
ラ
ン
ド
で
鯨
を
積

取
っ
た
合
衆
園
舶
は
六
五
隻
(
計
五
、
六
一
二
二
噸
)
に
達
し
て
ゐ
る
。
i

然
し
ト
ロ
ー
ル
漁
業
が
護
建
し
、
現
在
で
は
右
漁
業
植
の
重

要
性
は
消
失
し
た
。
保
約
水
域
に
操
業
し
た
米
岡
漁
船
敏
は
一
九
三
五
年
に
は
唯
一
隻
、
一
二
六
年
に
は
凹
隻
、
三
七
年
に
は
二
隻
で

る
る
。

七
、
フ
ラ
ン
ス
及
イ
ギ
リ
ス
醤
時
の
海
上
支
配

ア
メ
リ
カ
水
域
最
古
の
鱈
漁
業
者
た
る
フ
ラ
ン
ス
人
は
殆
ど
一
八
世
紀
を
通
じ
四
太
平
洋
の
・
民
大
ゑ
部
分
を
支
配
し
た
。

Fじ

三
年
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
聞
の
ウ
ト
レ
ヒ
ト
僚
約
に
は
、
蹟
大
な
セ
シ
ト
・

?
l
レ
ン
ス
轡
の
支
配
に
闘
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
権
利
が

規
定
さ
れ
て
ゐ
た
。

一
七
六
三
年
の
バ
リ
倹
約
に
も
、
イ
ギ
リ
ス
岡
王
は
フ
ラ
ン
ス
岡
王
の
臣
民
が
セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
閣
に
於

け
る
漁
業
の
自
由
を
有
す
る
に
同
意
す
と
規
定
し
、
共
の
規
定
は
更
に
一
七
八
三
年
の
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
僚
約
に
依
て
踏
襲
さ
れ
た
。

首
時
フ
ラ
ン
ス
に
封
す
る
競
争
者
は
一
八
七
三
年
調
立
し
て
新
に
競
争
者
と
・
な
っ
た
合
衆
園
を
除
く
外
、
只
イ
ギ
リ
ス
有
る
の
み
で

あ
っ
た
か
ら
、
此
等
保
約
の
諸
規
定
は
セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
鴎
漁
業
に
封
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
猫
占
思
想
を
表
は
し
た
も
の
と
解
し

得
る
。イ
ギ
リ
ス
は
・
院
大
な
海
上
支
配
に
付
一
府
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
ゐ
る
。

が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
割
譲
さ
れ
た
が
、
同
僚
約
に
は
ノ
グ
ス
コ
シ
ア
の
沿
岸
よ
り
三

O
P
l
グ
(
九
O
沌
)
以
内
に
於
て

一
七
一
三
年
ウ
ト
レ
ヒ
ト
保
約
に
依
り
ノ
グ
ス
コ
シ
ア

フ
ラ
ン
ス
人
は
一
切
の
漁
業
を
潟
す
と
と
乞
待
」
?
と
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。

一
七
六
三
年
の
バ
リ
僚
約
は
此
の
規
定
を
踏
襲
し
た
の
み

で
な
く
、
更
に
ケ

l
プ
・
プ
レ
ト
ン
島
の
沿
岸
よ
り
一
五
リ
ー
グ
(
四
五
加
)
以
内
、

セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
簡
の
イ
ギ
リ
ス
領
沿
岸

か
ら
は
一
一
一
リ

l
グ
(
九
浬
)
以
内
に
於
て
フ
ラ
ン
ス
人
の
漁
業
が
禁
止
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
セ
ン
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
濁
内
の
漁
業

を
調
占
し
た
が
、
共
の
沿
岸
よ
り
九
出
以
内
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス
人
漁
業
の
禁
止
は
一
七
八
三
年
の
ヴ
エ
ル
サ
イ
ユ
保
約
に
於
て
も

ニ
ュ

1
7
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
漁
業
の
図
際
事
情



ニ
ュ
1
7
ア
ウ
シ
ド
ラ
ン
ド
漁
業
の
岡
際
事
情

一
二
四

櫨
承
さ
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
は
共
等
鹿
大
友
海
上
か
ら
フ
ラ
ン
ス
人
を
排
撃
し
て
、
共
む
漁
業
を
獅
点
し
た
C
で
る
る
。

八
、
領
海
一
一
一
浬
主
義
の
援
護

ア
メ
リ
カ
合
衆
闘
漁
業
者
が
始
め
て
グ
ラ
ン
ド
パ
ン
ク
共
他
沖
合
バ
ン
ク
漁
業

ω
櫨
利
を
雌
保
し
た
の
は
、

訟
の
保
約
に
依
る
。
木
俊
約
の
締
結
に
常
り
イ
ギ
リ
ス
は
、
恰
も
一
七
六
三
年
フ
ラ
ン
ス
と
の
保
約
に
於
て
規
定
し
た
如
く
、
セ
ン

ト
・
ロ
ー
レ
ン
ス
轡
の
イ
ギ
リ
ス
領
全
沿
岸
よ
り
三
リ
l
グ
ハ
九
出
)
以
内
、
ケ
ー
プ
・
ブ
レ
ト
ン
島
沿
岸
よ
り
は
一
五
リ
l
グ
F

問

一
七
八
三
年
樹
立
承

五
加
〉
以
内
に
於
て
合
衆
閣
人
の
漁
業
を
も
禁
示
せ
ん
と
し
た
。
然
し
合
衆
国
は
保
約
か
ら
斯
る
禁
止
規
定
を
排
除
し
、
其
等
沿
岸

に
近
づ
い
て
漁
業
す
る
権
利
を
獲
た
の
で
る
る
。

合
衆
閣
は
一
七
八
三
年
イ
ギ
リ
ス
の
蹟
大
ゑ
海
上
支
配
の
主
践
を
訴
け
た
が
、
果
し
て
何
埋
ま
で
イ
ギ
リ
ス
領
沿
岸
に
近
づ
い
て

漁
業
し
侍
る
か
、
此
の
問
題
を
解
決
し
、
イ
ギ
リ
ス
を
し
て
距
岸
三
浬
紘
外
の
漁
業
自
由
の
権
利
を
承
認
せ
し
め
た
の
は
一
八
一
八

年
の
保
約
で
あ
っ
た
。
本
保
約
第
一
俊
格
に
日
く
「
合
衆
閣
は
イ
ギ
リ
ス
領
ア
メ
リ
カ
の
総
て
の
沿
岸
、
細
問
、
港
、
若
は
ク
リ
ー
ク

よ
り
三
浬
以
内
に
於
で
、
共
の
住
民
が
従
来
享
有
し
若
は
主
張
し
た
る
魚
類
の
漁
獲
、
乾
燥
若
は
制
訳
語
の
自
由
を
放
棄
す
」
と
。
此

の
規
定
は
イ
ギ
リ
ス
領
の
総
て
の
沿
岸
、
綱
同
等
を
距
る
一
一
一
四
線
ま
で
の
合
衆
岡
の
漁
業
棋
を
確
認
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

一
八
一
八
年
の
保
約
に
所
謂
「
鴎
」
出
品
と
は
何
を
意
味
す
る
か
、
合
衆
固
に
於
て
は
例
へ
ば
ノ
ザ
ス
コ
シ
ア
の
プ
ア
ン
デ
イ

l
簡
の
如
き
大
簡
は
之
を
保
約
に
問
調
鶴
と
解
せ
や
、
北
パ
の
漁
船
は
距
岸
三
迎
以
上
怒
る
限
り
公
然
そ
の
間
内
に
入
っ
て
漁
業
し
た

然
る
に
イ
ギ
リ
ス
の
最
高
法
官
は
、
ご
一
仰
い
の
距
離
は
間
顕
と
燭
顕
と
を
結
ぶ
直
線
の
外
方
に
測
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
の
見
解
左
採

り
、
遂
に
一
八
四
三
年
五
月
ノ
ザ
ス
コ
シ
ア
の
官
憲
は
合
衆
岡
漁
船
ワ
シ
ン
ト
ン
披
が
フ
ァ
ン
デ
イ
l
陣
内
距
岸
一

O
浬
の
地
賄
で

銀
業
中
で
あ
っ
た
の
を
会
捕
し
た
。
木
事
件
は
一
八
五
一
一
一
年
同
凶
の
係
約
に
基
き
審
判
委
員
舎
に
附
さ
れ
た
が
、
合
衆
岡
に
有
利
に

判
定
さ
れ
イ
ギ
リ
ス
の
所
謂
時
国
訪
敗
退
の
第
一
歩
と
な
っ
た
。



一
八
五
四
年
以
後
長
年
に
瓦
り
「
簡
」
内
に
於
け
る
合
衆
岡
漁
船
の
漁
業
は
問
題
を
生
じ
な
か
っ
た
。
前
記
ワ
シ
ン
ト
ン
枕
事
件

が
合
衆
闘
に
有
利
に
解
決
さ
れ
た
に
依
る
の
み
で
な
く
、

一
八
五
四
年
の
互
惑
保
約
並
に
一
八
七
一
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
保
約
に
依
り

合
衆
闘
が
ノ
グ
ス
コ
シ
ア
沿
岸
共
他
イ
ギ
リ
ス
領
海
内
の
漁
業
躍
を
得
た
結
果
、
問
題
を
生
や
る
飴
地
が
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

然
し
ワ
シ
ン
ト
ン
依
約
が
一
八
八
五
年
末
失
効
し
、
合
衆
闘
が
イ
ギ
リ
ス
領
海
内
の
漁
業
構
を
失
ふ
と
共
に
、
「
潤
」
の
意
義
は
再
び

問
題
と
な
っ
た
。
潤
む
場
合
、
三
浬
は
何
日
臨
か
ら
測
る
の
か
。
之
に
劃
す
る
解
決
は
一
九
一

O
年
北
大
同
洋
漁
業
仲
裁
々
判
に
依
て

興
へ
ら
れ
た
。
日
く
筒
口
に
最
も
近
き
部
分
に
し
て
幅
一

O
浬
を
越
え
ざ
る
夙
に
直
線
を
引
き
、
共
の
外
方
に
一
一
一
山
を
測
る
べ
き
で

あ
る
と
。
斯
く
て
イ
ギ
リ
ス
が
包
懐
せ
る
如
き
陣
頭
設
は
打
破
さ
れ
て
、
崎
口
一

O
出
以
上
な
る
と
き
は
間
内
漁
業
の
白
山
が
認
め

ら
れ
、
領
海
三
盟
主
義
の
一
大
進
展
を
蘭
ら
し
た
の
で
あ
る
。

× 

エユ

l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
漁
業
の
園
際
事
情
は
、
領
海
三
浬
主
義
の
護
達
史
に
織
込
ま
れ
之
と
不
可
分
の
聞
係
に
あ
る
。
ア
ラ

ス
カ
及
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
近
海
の
漁
業
と
領
権
問
題
と
の
閥
係
も
亦
不
可
分
で
あ
っ
て
、
近
年
日
本
漁
船
の
ア
ラ
ス
カ
出
漁
に
附
聯
し

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
議
舎
に
は
ベ
ー
リ
ン
グ
海
支
田
区
域
蹟
張
論
が
接
頭
し
、
叉
従
来
ソ
聯
邦
が
距
岸
十
二
四
の
領
海
を
主
張
し
て
ゐ

る
と
と
は
周
知
の
事
だ
。
昭
和
五
年
間
際
法
典
編
纂
合
議
が
領
海
閥
係
事
項
に
付
失
敗
に
師
し
て
よ
り
、
海
上
支
配
植
の
蹟
張
は
閥

際
的
競
争
事
項
と
な
っ
た
。
ユ
ユ
l
フ
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
漁
業
の
間
際
事
情
が
、
北
洋
漁
業
問
題
研
究
上
不
可
欠
の
資
料
た
る
所
以

で
あ
る
。
ニ
ュ
l
ア
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
沿
岸
に
は
岡
際
的
漁
業
構
が
、
現
存
す
る
が
、
ト
ロ
ー
ル
漁
業
の
護
民
共
他
の
理
由
に
依
て
、
共
の

経
掛
的
償
値
は
減
少
し
た
。
然
し
ソ
聯
邦
沿
岸
の
日
本
漁
業
植
は
、
之
と
同
様
に
推
移
す
べ
き
や
否
や
。
母
舶
式
舵
鱒
蟹
漁
業
を
横

張
す
れ
ば
、
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
の
漁
業
躍
を
経
皆
し
な
く
と
も
、
之
に
代
る
べ
き
数
千
寓
闘
を
事
げ
る
の
は
困
難
で
あ
る
ま
い
。
然
し

ポ

l
ツ
苛
ス
僚
約
の
隠
史
あ
る
漁
業
慌
に
封
す
る
園
民
的
信
念
は
斯
の
如
き
打
算
的
政
策
を
許
さ
な
い
。
昨
年
は
ソ
聯
邦
の
強
鹿
に

一
ユ

1

7
ア
ウ
ン
ド
ラ
シ
ド
漁
業
の
闘
際
事
情

一
二
五



ニュ

1
7
ア
ウ
ン
ド
ラ
ン
ド
漁
業
の
図
際
事
情

一
二
六

依
り
日
本
漁
直
廿
七
ケ
所
を
減
少
し
た
。
本
年
は
日
調
伊
三
閣
僚
約
白
締
結
以
来
、
漁
業
躍
が
日
ソ
接
近
政
策
の
犠
牲
に
た
り
は
し

な
い
か
と
の
一
抹
の
不
安
を
遺
し
て
ゐ
る
。
本
年
一
月
公
布
せ
ら
れ
た
る
日
ソ
暫
定
取
組
に
規
定
せ
る
如
く
、
本
年
中
に
誼
切
な
る
マ

日
ソ
新
漁
業
保
約
が
締
紺
さ
れ
る
と
と
を
期
待
す
る
と
共
に
、
本
文
が
我
が
北
洋
漁
業
躍
り
特
殊
位
を
認
識
す
る
一
資
料
た
る
と
と

を
得
ば
去
十
と
す
る
も
の
で
あ
る
。


